
被災施設等復旧支援事業
被災により機能が低下した共同利用施設等（集出荷貯蔵施設、乾燥調整施設、農産物処理加工施設、育苗施設、園地（
かん水施設等）等）の補修・修繕に要する経費を支援します。

宮崎県

助成型（※2）

設備投資

営農集団、農地所有適格法人、市町村等

～

補助率：2分の1以内

・令和4年9月17日以降の取組であること
・国の農地・農業用施設災害復旧制度（農林水産業共同利用施設災害復旧事業等）の対象
とならない施設等であること
・補修・修繕に要する経費（事業費）が10万円以上であること

宮崎県農政水産部農産園芸課（生産振興企画担当）
電話：0985-26-7135
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